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令和５年（2023 年）１２月２５日開催第２０回都市経営会議で出た意見に対する 

検討結果について 

   

１ パブリック・コメントの対象とするかどうかの考え方 

広報基本戦略は、「私たち職員同士が目指すまちの姿を共有」するという職員としての心構

えと、市の取り組みや地域の魅力を市民に伝え、理解してもらい、市民の信頼や共感を得て、

参画と協働に基づく市政運営を実現するために、職員がどのような広報を行っていくのかを定

めたものである。つまり、市があるべき広報の理念を実現するために必要な市職員の事務に関

する指針として作成するものであり、これはパブリック・コメント手続の適用除外について規定

する、条例第 5 条の第 1 項第 4 号「内部の事務処理等」に該当するものであることから、本戦

略はパブリック・コメントの対象としないのが妥当と考える。 

 

２ 広報基本戦略の市民への周知方法 

・都市経営会議で承認後、市議会への資料配布、説明 

・市長定例記者会見で記者発表（２月下旬予定） 

・市ホームページに掲載（記者発表と同日） 

・広報たからづか３月号に掲載 

・広報基本戦略に基づく各施策の取り組みについて、令和 6 年度以降、市ホームページや市公

式 SNS で随時情報発信を行う。 

 

３ 広報基本戦略（案）P.21「Ⅵおわりに」の修正内容 

修正案 原文 

本戦略を策定するにあたって、部長・室長

級職員を対象に、最終案に対する意見照会

を行い、令和５年１２月２０日に情報・意見交

換会を開催しました。 

情報・意見交換会では「我々も意識を変

えなければならないと感じた。また、戦略に

書かれていない具体的な取り組みをどう実

現していくか」「広報に関係がない部署はな

い」「この会議にいる職員が変えなければな

らない」などの意見が出ました。  

これらの意見を踏まえ、令和５年度から本

戦略に基づき広報マインド醸成のための職

員研修を実施するとともに、令和６年度から

各  施策の具体化に向けた組織横断的な

チームを組成し、                  

                  順次取り組み

を進めます。 

本戦略を策定するにあたって、部長・室長

級職員を対象に、最終案に対する意見照会

を行い、令和５年１２月２０日に情報・意見交

換会を開催しました。 

情報・意見交換会では「我々も意識を変

えなければならないと感じた。また、戦略に

書かれていない具体的な取り組みをどう実

現していくか」「広報に関係がない部署はな

い」「この会議にいる職員が変えなければな

らない」などの意見が出ました。  

これらの意見を踏まえ、令和５年度から本

戦略に基づき広報マインド醸成のための職

員研修を実施するとともに、令和６年度から

具体的施策の策定 に向けた組織横断的な

チームを組成し、各施策の計画や効果測定

の方法などを決定した上で、順次取り組み

を進めます。 
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４ 広報基本戦略に基づく取り組み（予定） 

（１） 令和５年度 

・部長級、室長級等を対象に、広報マインド醸成の研修を実施する。 

・2～3 月の開催に向けて調整中。 

（２） 令和６年度 

・以下①～③の取組を実施する。取組を効果的に実施するため、広報支援業務の受託候補

者をプロポーザルで選定し、契約する。 

①広報力向上研修 

②広報アドバイス会議 

③広報ガイドラインの策定 

・基本戦略「市民にきく」、「職員がつながる」、「市民に伝わる」のそれぞれに挙げた施策の具

体化に向けて、組織横断的なチームを組成して取り組む。 

 


